
　高齢者あんしん相談センターは、区が設置する高齢者の方のため

の相談窓口です。お気軽にご相談ください。高齢者あんしん相談セ

ンターの所在地は、P. ９０～９１をご覧ください。

※�高齢者あんしん相談センターは、文京区の地域包括支援センター

の愛称です。

高齢者あんしん相談センターの役割は…
　高齢者あんしん相談センターは、文京区が地域に設置した高齢者の方のための相談窓口で、

区内の８か所にあります。ご自分の地域を担当するセンターは、P. １０の「日常生活圏域と高

齢者あんしん相談センター確認表」でご確認ください。

高齢者あんしん相談センターの職員は…
　保健師（または経験のある看護師）・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの専門資格を持っ

た職員です。互いに連携を取りながら「チーム」で対応します。

　高齢者に関するご相談を、ご本人のほか、ご家族や地域の方などからお受けします。相談内

容に応じて、民生委員・児童委員、医療機関、区の担当部署などと連携し、必要なサービスの

調整や、専門的な相談窓口の紹介を行います。

窓口での相談のほか、外出が難しい方には、電話やオンライン相談、ご自宅へ訪問することもできます。

高齢者あんしん相談センター

高齢者あんしん相談センターの相談業務は…

のことなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。

医 療 介 護 保 健 介護予防 認知症

◆高齢者の方の困りごと、ご相談ください！

総合相談

●介護保険の相談・申請受付

●介護予防サービスの相談・申請受付

●福祉用具や住宅改修の相談

　　●高齢者福祉サービスの相談・申請受付

　　●もの忘れや認知症に関する相談

　　●友だちをつくりたい　など

相談の例

相談窓口１
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　要支援に認定された方、総合サービス事業対象者の方に合った介護予防サービスの種類や内

容を定めた介護予防プランを作成するとともに、介護予防サービス事業者との連絡調整等を行

います。

　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、地域の高齢者等が住み慣れた地域で暮らすこ

とができるよう、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを介

護支援専門員が実践することができるように、地域の基盤を整えるとともに個々の介護支援専

門員へのサポートを行います。

●悪質な訪問販売や消費者被害の防止

●認知症の方などへの成年後見制度の活用の相談

●高齢者への虐待の防止・相談・対応

●財産管理や契約の相談

　高齢者あんしん相談センターの専任職員（見守り相談員）が、地域の高齢者の方について相

談を受けたり、訪問を行い、ご本人の状況をお伺いしながら、必要な支援や地域ぐるみの見守

り活動につないでいきます。ご家族やご近所の高齢者の方が「元気がない」、「同じことを何度

も言う」など気掛かりなことがありましたらご連絡・ご相談ください。窓口の設置場所につい

ては、以下をご覧ください。

●高齢者あんしん相談センター連絡先
各センターの所在地は P. ９０～９１をご覧ください。

開設時間
分室以外：月～金９：００～１９：００、土・日・祝日９：００～１７：３０、１２/２９～１/３は休み

分　　室：月～土９：００～１７：３０、日・祝日・１２/２９～１/３は休み

★…高齢者見守り相談窓口設置センター

◆いつまでも元気に！―自立した生活を応援します―

介護予防ケアマネジメント

◆安心して暮らす―さまざまな方面から皆さんを支えます―

包括的 • 継続的ケアマネジメント支援業務

◆自分らしく暮らす―皆さんの権利を守ります―

権利擁護

◆必要な支援につなげます

高齢者見守り相談窓口

① 富坂　★ ☎０３（３９４２）８１２８ ② 富坂分室 ☎０３（５８０５）５０３２

③ 大塚　★ ☎０３（３９４１）９６７８ ④ 大塚分室 ☎０３（６３０４）１０９３

⑤ 本富士　★ ☎０３（３８１１）８０８８ ⑥ 本富士分室 ☎０３（３８１３）７８８８

⑦ 駒込　★ ☎０３（３８２７）５４２２ ⑧ 駒込分室 ☎０３（６９１２）１４６１
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●日常生活圏域と高齢者あんしん相談センター確認表
　お住まいの地域を担当する高齢者あんしん相談センターをご確認ください。

日常生活圏域　富坂

町 丁目 番

後楽 １～２丁目 全域

春日
１丁目 全域

２丁目 １～７番、９～２６番

小石川

１～４丁目 全域

５丁目
１～４番、８～１７番、

２０～４１番

白山
１丁目

１番、２番、５～８番、

１１～１４番、１６～２２番、

３０～３７番

２～５丁目 全域

千石 １～４丁目 全域

水道 １丁目 １番、２番、１１番、１２番

小日向 ４丁目 １番、２番

大塚

３丁目 ３１～４４番

４丁目

１番、２番（６～１４号）、

３番（５～１１号）、

４番（１～３号）

西片 １丁目 １９番

本駒込
２丁目

９ 番（７ ～ １ ７ 号）、

１０番、１１番、２９番

６丁目 １～１２番

日常生活圏域　大塚

町 丁目 番

春日 ２丁目 ８番

小石川 ５丁目 ５～７番、１８～１９番

水道
１丁目 ３～１０番

２丁目 全域

小日向
１～３丁目 全域

４丁目 ３～９番

大塚

１～２丁目 全域

３丁目 １～３０番

４丁目

２番（１～５号、１５号）、

３番（１～４号、１２号）、

４番（４～１２号）、

５～５３番

５～６丁目 全域

関口 １～３丁目 全域

目白台 １～３丁目 全域

音羽 １～２丁目 全域

日常生活圏域　本富士

町 丁目 番

白山 １丁目
３番、４番､ ９番、１０番、

１５番

本郷 １～７丁目 全域

湯島 １～４丁目 全域

西片
１丁目 １～１８番、２０番

２丁目 全域

向丘

１丁目 １～６番、１６～２０番

２丁目

１～１０番、

１１番（１～５号）、

１３番（８～２１号）

弥生 １～２丁目 全域

根津 １～２丁目 全域

日常生活圏域　駒込

町 丁目 番

白山 １丁目 ２３～２９番

向丘

１丁目 ７～１５番

２丁目

１１番（６～１４号）、

１２番､ １３番（１～７号）

１４～３９番

千駄木 １～５丁目 全域

本駒込

１丁目 全域

２丁目

１～８番、
９番（１～６号､１８～３３号）

１２～２８番

３～５丁目 全域

６丁目 １３～２５番

あなたを担当する

高齢者あんしん相談センターは？
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●高齢者に関すること
高齢福祉課 高齢者相談係 ☎０３（５８０３）１３８２

受付時間　平日８：３０ ～ １７：００

場　　所　シビックセンター９階 南側

●介護保険に関すること
介護保険課 介護保険相談係 ☎０３（５８０３）１３８３

受付時間　平日８：３０ ～ １７：００

場　　所　シビックセンター９階 南側

●健康や栄養に関すること
保健サービスセンター ☎０３（５８０３）１８０５

受付時間　平日８：３０ ～ １７：００

場　　所　シビックセンター８階 北側

保健サービスセンター 本郷支所 ☎０３（３８２１）５１０６
受付時間　平日８：３０ ～ １７：００

場　　所　千駄木５－２０－１８

●生活が困窮したとき
生活福祉課 相談係 ☎０３（５８０３）１２１６

受付時間　平日８：３０ ～ １７：００

場　　所　シビックセンター９階 北側

●ひきこもり相談に関すること
生活福祉課 自立支援担当

（文京区ひきこもり支援センター）
☎０３（５８０３）１９１７

受付時間　平日８：３０ ～ １７：００

場　　所　シビックセンター９階 北側

●商品やサービスなどの消費生活に関すること
経済課 消費生活センター ☎０３（５８０３）１１０６

受付時間　平日９：３０ ～ １６：００

場　　所　シビックセンター地下２階

●法律 •税務 •不動産相談
広報戦略課 広聴・相談担当 ☎０３（５８０３）１１２９

受付時間　平日８：３０ ～ １７：００

場　　所　シビックセンター １４階 南側

法律相談

（弁護士）

土地、家屋、相続、金銭貸借など法律全般にわたる相談

※裁判所で係争中または調停中の案件についてはご利用になれません。

税務相談

（税理士）
相続税、贈与税、土地、家屋の売買に係る税、所得税など税務問題全般の相談

不動産相談

（宅地建物取引士）

土地や建物などの不動産売買、賃貸等に関する相談

空き家に関する相談（区内に空き家を所有している方が対象）

※ご利用回数は、４月から翌年３月までの１年間で３回以内です。

●日常生活上の一般的な相談
行政情報センター ☎０３（５８０３）１３２８

受付時間　平日８：３０ ～ １７：００

場　　所　シビックセンター２階 南側

区民相談（電話） 区政についての質問や日常生活上の一般的な相談

高齢者あんしん相談センター以外の主な相談窓口

消費生活センター公式キャラクター

「とらの子　マモルくん」
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●高齢者や家族の心配ごと、悩みごとについて相談したい…
　情報提供を主とした電話相談です。

高齢者・ご家族向け電話相談

（東京社会福祉士会）
☎０３（５９４４）８６４０

受 付 時 間　年 中 無 休 １ ９： ３ ０ ～ 

２２：３０

　救急相談・医療機関案内は P. ４２をご覧ください。

あなたの地域の頼れる相談相手
福祉政策課 地域福祉係 ☎０３（５８０３）１２０２ シビックセンター１１階 北側

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域の相談相手として、暮らしの支援、

高齢者・障害者の支援、子育ての支援などを行っています。地域の方が必要に応じたサービス

を受けられるよう、関係機関等と連絡をとるなど行政と区民とのパイプ役となります。

　民生委員・児童委員には「守秘義務」があります。相談内容や個人の秘密は守られますので、

安心してご相談ください。

　地域ごとに担当の民生委員・児童委員が決まっていますので、お住まいの地域の民生委員・

児童委員の確認は、福祉政策課へお問い合わせください。

金銭管理や重要書類の管理などに不安を感じたら
社会福祉協議会 権利擁護セン

ターあんしんサポート文京
☎０３（３８１２）３１５６ 文京区民センター４階

福祉サービス利用援助事業

地域福祉権利擁護事業

財産保全管理サービス

高齢や障害等により、福祉サービスの利用や日常の金銭管理が困難

な方に、福祉サービスの利用の支援、預貯金の払い戻し、公共料金

の支払い等を支援したり、ご希望に応じて重要な書類の預かりも行

います。

成年後見制度の総合相談
成年後見制度全般に関する相談をお受けしています。制度について

や申立に必要な書類についてもご説明します。

成年後見制度申立費用助成

低所得等の理由で、成年後見制度（法定後見）の申立費用の支払い

が困難な方を対象に、費用の助成を行います。なお、成年後見人等

への報酬助成については、福祉政策課で実施しています。（P.７５）

専門家による個別相談会

（予約制）

①成年後見制度相談

　�成年後見制度、遺言、相続等について弁護士・司法書士が個別に

相談を受けます。

②福祉法律相談

　�福祉サービスの利用に関するトラブルや疑問、または日常生活に

おける法的な事柄について、弁護士が個別に相談を受けます。

福祉サービスに関する

苦情の受付

福祉サービスをより良く利用していただくため、サービスを利用さ

れる中で生じた苦情を受け付け、その解決を図るために中立的な立

場でお伺いします。

必要な時は、弁護士等の専門家で構成する福祉サービス苦情等解決

委員会に諮り、適切な助言を受けて対応します。

民生委員・児童委員

権利擁護センター	 あんしんサポート文京
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コラム

お金、介護、病気、住まい、家族関係、頼れる人がいない等、一人で抱え込んで
いる“モヤモヤ”をお話しください。「どこに相談してよいか分からない」という
悩みを一緒に考えるため、分野を問わず、どんなご相談もまずはまるごと受け止
め、適切な支援機関につなぎ、チームで支援します。解決策を一緒に見つけ、安心
して暮らせるよう全力でサポートします。

文京区では、国が進める重層的支援体制整備事業を「ぶんきょうチームでまるご
と支援」とし、令和７年度から「BUNKYOつながる相談窓口」を設置しています。
ロゴマークは、相談者の方がもっているモヤモヤ（悩み、困りごと）を、支援者

が寄り添いながら一緒に考えていき、少しずつモヤモヤがなくなる様子をイメージ
したものです。

ＢＵＮＫＹＯ つながる相談窓口
（ぶんきょうチームでまるごと支援）

～あなたのその“モヤモヤ”相談してみませんか？～

つながる相談窓口
福祉政策課

高齢福祉課

障害福祉課

生活福祉課

介護保険課

子育て支援課

子ども家庭支援センター

児童相談課

予防対策課

保健サービスセンター

保健サービスセンター本郷支所

教育指導課

児童青少年課

教育センター

社会福祉協議会

高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）

障害者基幹相談支援センター

生活あんしん拠点

（地域生活支援拠点）

自立相談支援窓口

ひきこもり相談

（茗荷谷クラブ）

詳細はこちら▶

▲ロゴマーク

福祉政策課地域共生社会推進係・福祉保健政策推進担当　　　　

０３-５８０３-１３２３・１２２２

https://www.city.bunkyo.lg.jp/b016/p003743.html
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